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健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
な
ど
を
し

た
と
き
に
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
わ
が
国
で
は
、

す
べ
て
の
人
が
健
康
保
険
に
加
入
す
る
、

「
国
民
皆
保
険
制
度
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
（
以
下
、「
国
保
」）
は
、

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な

い
人
を
対
象
に
し
た
制
度
で
す
。

１２
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保

険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。
保

険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
世
帯

に
は
、
１１
月
下
旬
に
新
し
い
保

険
証
を
郵
送
し
ま
す
。
新
し
い

保
険
証
の
色
は
、
一
般
の
加
入

世
帯
が
「
藤
（
ふ
じ
）
色
」、
退

職
者
医
療
制
度
の
該
当
世
帯
が

「
う
す
水
色
」
で
す
。

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有

効
期
限
は
１１
月
３０
日
で
す
。
期

限
が
過
ぎ
る
と
使
用
で
き
ま
せ

ん
。
国
民
健
康
保
険
課
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

へ
返
納
す
る
か
、
は
さ
み
で
切

る
な
ど
し
て
、
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

１２
月
以
降
に
医
療
機
関
で
受

診
す
る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い

保
険
証
を
窓
口
で
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
料
の
滞
納
が
あ
り
、
新

し
い
保
険
証
が
郵
送
さ
れ
な
い

世
帯
を
対
象
に
、
市
役
所
本
庁

舎
２
階
２
５
２
会
議
室
で
、
納

付
相
談
を
行
い
ま
す
。
対
象
世

帯
に
は
事
前
に
通
知
し
、
納
付

相
談
の
う
え
、
更
新
基
準
に
適

合
す
れ
ば
保
険
証
を
交
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
納
付
状
況
に
よ

り
、
有
効
期
限
が
短
い
保
険
証

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

通
知
が
な
く
て
も
相
談
を
受

け
付
け
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

【
日
時
】
１１
月
２５
日
〜
１２
月

５
日
の
午
前
９
時
半
〜
正
午
と

午
後
０
時
４５
分
〜
５
時
。
土
・

日
曜
も
開
設
（
本
庁
舎
正
面
玄

関
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
）

健
康
優
良
世
帯
表
彰
は
、

健
康
意
識
を
高
め
る
目
的
で

平
成
３
年
度
よ
り
実
施
し
て

き
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら

廃
止
し
ま
し
た
。
そ
の
財
源

は
、
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
な

ど
、
疾
病
の
早
期
発
見
や
予

防
の
た
め
、
有
効
的
に
活
用

し
て
い
ま
す
。

お問い合せは「被保険者番号」を
確認してから連絡を

【国民健康保険課】

�資格係 �０７９８・３５・３１１８
加入・脱退、保険証・高齢受給者証の交付、

退職者医療制度の届け出

�賦課係 �０７９８・３５・３１１７
保険料の決定・減免・軽減、所得の申告

�給付係 �０７９８・３５・３１２０
人間ドックの受付、高額療養費・療養費・

出産育児一時金・葬祭費などの支給

【国保収納担当課】

�収納担当 �０７９８・３５・３１５６
保険料の納付・還付、口座振替など

�収納対策担当 �０７９８・３５・３１５５
滞納整理担当 �０７９８・３５・３０９１
保険料の納付相談

国
保
は
、
保
険
料
収
入
と
国

の
補
助
金
、
市
か
ら
の
繰
入
金

な
ど
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

保
険
料
が
き
ち
ん
と
納
付
さ
れ

な
い
と
、
保
険
料
負
担
の
公
平

性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
督
促
や
催
告
、
滞
納
整

理
嘱
託
員
に
よ
る
訪
問
徴
収
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
滞
納
が
増
え
る
と
国

保
制
度
の
維
持
・
運
営
が
困
難

に
な
り
、
保
険
料
が
高
く
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
は
滞
納

者
対
策
と
し
て
、
平
成
１２
年
度

以
降
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
災

害
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
な
く

滞
納
し
た
人
に
対
し
て
次
の
措

置
を
と
る
よ
う
、
市
に
義
務
づ

け
て
い
ま
す
。

《
保
険
証
の
返
還
》

各
納
期
限
か
ら
１
年
以
上
保

険
料
が
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、

「
被
保
険
者
証
」（
保
険
証
）

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。分
納
誓
約
者
で
も
、

少
額
分
納
の
た
め
各
納
期
限
の

納
付
額
に
追
い
つ
か
ず
、
１
年

を
超
え
た
滞
納
に
な
る
と
、
保

険
証
の
返
還
対
象
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

《
資
格
書
な
ど
の
交
付
》

保
険
証
を
返
還
す
る
と
、
代

わ
り
に
「
被
保
険
者
資
格
証
明

書
」（
資
格
書
）を
交
付
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
医
療
機
関
で
受
診

し
た
と
き
に
は
、
診
療
費
を
い

っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
し
、
後

日
、
保
険
給
付
分
に
つ
い
て
国

民
健
康
保
険
課
へ
支
給
申
請
し

て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

資
格
書
の
交
付
対
象
に
な
ら
な

い
場
合
で
も
、
①
各
納
期
の
納

付
状
況
が
悪
い
②
分
納
誓
約
を

誠
実
に
履
行
し
な
い
③
分
納
額

が
本
来
の
納
付
額
に
追
い
つ
か

な
い
な
ど
、
納
付
状
況
に
よ
っ

て
は
、
通
常
の
保
険
証
（
一
般

証
）
よ
り
有
効
期
限
が
短
い

「
短
期
被
保
険
者
証
」（
短
期

証
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

《
保
険
給
付
の
一
時
差
し
止
め
》

各
納
期
限
か
ら
１
年
６
カ
月

以
上
保
険
料
を
滞
納
し
た
と
き

は
、
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
療
養

費
、
高
額
療
養
費
、
出
産
育
児

一
時
金
、
葬
祭
費
な
ど
の
保
険

給
付
の
全
額
ま
た
は
一
部
を
差

し
止
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

《
保
険
給
付
額
を

滞
納
保
険
料
に
充
当
》

資
格
書
の
交
付
を
受
け
、
保

険
給
付
を
差
し
止
め
ら
れ
た
世

帯
主
が
、
さ
ら
に
保
険
料
を
滞

納
し
た
と
き
は
、
差
し
止
め
た

保
険
給
付
額
か
ら
滞
納
分
を
控

除
し
、
滞
納
保
険
料
に
充
当
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
事
前
に

通
知
し
ま
す
）
。

特
別
な
事
情
は
届
け
出
を

次
の
よ
う
な
特
別
な
事
情

が
あ
り
、
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、
届
け
出
て

く
だ
さ
い
―
世
帯
主
が
そ
の

財
産
に
つ
き
災
害
を
受
け
た
、

ま
た
は
盗
難
に
あ
っ
た
▽
世

帯
主
ま
た
は
そ
の
者
と
生
計

を
一
つ
に
す
る
親
族
が
病
気

に
か
か
っ
た
、
負
傷
し
た
▽

世
帯
主
が
そ
の
事
業
を
廃
止

し
た
、
ま
た
は
休
止
し
た
▽

世
帯
主
が
そ
の
事
業
に
つ
き

著
し
い
損
失
を
受
け
た
な
ど

特
別
な
事
情
に
つ
い
て
届

け
出
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合

で
も
、
滞
納
し
た
事
情
に
つ

い
て
弁
明
で
き
ま
す
。
書
面

に
よ
る
弁
明
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
原
則

と
し
て
１４
日
以
内
に
加
入
・
脱

退
の
届
け
出
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

�
加
入
届
け
（
資
格
取
得
）
が

必
要
な
と
き

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
い
な
く
て
、
他
の
市
町

村
か
ら
転
入
し
た
と
き
▽
退
職

に
よ
り
職
場
の
健
康
保
険
な
ど

を
や
め
た
と
き
▽
国
保
加
入
者

に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
▽

生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た

と
き

な
ど

※
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
加

入
し
た
年
の
保
険
料
に
加
え
て
、

遅
れ
た
分
の
保
険
料
を
最
長
２

年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す

�
脱
退
届
け
（
資
格
喪
失
）
が

必
要
な
と
き

他
の
市
町
村
へ
転
出
し
た
と

き
▽
就
職
に
よ
り
職
場
の
健
康

保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き
▽

国
保
の
加
入
者
が
死
亡
し
た
と

き
▽
生
活
保
護
を
受
け
始
め
た

と
き

な
ど

※
資
格
を
喪
失
し
た
の
に
届

け
出
な
い
と
、
国
保
の
保
険
料

の
請
求
が
続
き
、
職
場
な
ど
の

健
康
保
険
料
の
支
払
い
と
重
複

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

資
格
喪
失
後
に
国
保
の
保
険
証

を
使
用
し
た
場
合
、
国
保
か
ら

の
給
付
分
は
、
後
日
返
還
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す

所
得
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

税
務
署
や
市
民
税
課
に
所

得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
人

は
、
国
民
健
康
保
険
課
へ
所

得
の
申
告
書（
簡
易
申
告
書
）

の
提
出
が
必
要
で
す
。
申
告

す
る
こ
と
に
よ
り
所
得
の
少

な
い
人
や
所
得
の
な
い
人
は
、

保
険
料
（
均
等
割
額
と
平
等

割
額
の
合
計
額
）
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
一
括
納
付

各
期
ご
と
の

納
付
書
で
納
付
し
て
い
て
も
、

次
期
以
降
分
を
一
括
し
て
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望

者
に
は
一
括
の
納
付
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
国
保
収
納
担
当

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替

各
期
ご
と

ま
た
は
一
括
し
て
納
付
す
る

場
合
も
、
納
め
忘
れ
が
な
い

口
座
振
替
が
便
利
で
す
。
申

込
手
続
き
は
、
預
金
通
帳
と

届
け
出
印
、保
険
証
を
持
ち
、

預
金
口
座
が
あ
る
金
融
機
関

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
（
市
外

の
金
融
機
関
に
預
金
口
座
が

あ
る
人
は
、
国
保
収
納
担
当

課
、
各
支
所
に
あ
る
本
市
の

口
座
振
替
依
頼
書
が
必
要
）。

◆
市
か
ら

消
防
水
利
標
識
の

塗
り
替
え
奉
仕

西
宮
塗
装
工
業
会
（
松
原

町
）
は
１０
月
２７
・
２８
日
に
市
内

３２
カ
所
の
消
防
水
利
標
識
の
塗

り
替
え
奉
仕
を
行
い
、
昭
和
６１

年
以
来
、
計
８
３
６
基
を
塗
り

替
え
ま
し
た
。
昨
年
は
長
年
の

功
績
に
対
し
、
「
西
宮
市
ま
ち

づ
く
り
賞
」を
受
賞
し
ま
し
た
。

問
合
せ
は
消
防
局
消
防
課
（
０

７
９
８
・
３
２
・
７
３
１
０
）へ
。

住
宅
需
要
の
実
態

調
査
に
ご
協
力
を

住
宅
需
要
実
態
調
査
が
全
国

一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん

の
住
宅
に
つ
い
て
の
考
え
方
、

改
善
計
画
な
ど
を
聴
き
、
今
後

の
国
・
県
な
ど
の
住
宅
施
策
の

基
礎
資
料
と
す
る
も
の
で
す
。

市
内
で
は
無
作
為
抽
出
し
た
約

２
１
０
０
世
帯
を
対
象
と
し
て
、

１１
月
２４
日
か
ら
１２
月
７
日
ま
で

に
、
統
計
調
査
員
証
を
持
っ
た

調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
問

合
せ
は
住
宅
政
策
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
７
６
１
）
へ
。

�
市
収
納
代
理
金
融
機
関
の

仮
設
店
舗
へ
の
移
転

み
な
と

銀
行
西
宮
支
店
は
建
替
え
工
事

に
と
も
な
い
、
１１
月
１７
日
か
ら

仮
設
店
舗
（
西
田
町
１
―
３１
�

０
７
９
８
・
７
３
・
９
０
３

０
）
で
営
業
し
ま
す

◆
官
公
署
か
ら

事
業
主
は
加
入
を

労
働
保
険

事
業
主
は
、
労
働
者
の
雇
用

形
態
を
問
わ
ず
、
雇
用
保
険
・

労
災
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
問
合
せ
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
西
宮
（
０
７
９
８
・
７

５
・
６
７
１
２
）
へ
。

ま
も
な
く
狩
猟
解
禁

事
故
防
止
の
心
が
け
を

１１
月
１５
日
か
ら
狩
猟
が
解
禁

に
な
り
ま
す
。
ハ
ン
タ
ー
の
皆

さ
ん
は
ル
ー
ル
を
守
り
、
事
故

防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
入
山
者
の
皆
さ
ん
も
、
目

立
つ
服
装
で
入
山
す
る
な
ど
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
問
合
せ
は
阪

神
南
県
民
局
農
林
課
（
０
６
・

４
８
６
９
・
６
０
２
９
）
へ
。

�
年
末
調
整
説
明
会

１１
月

２６
日
午
後
１
時
半
か
ら
市
民
会

館
ア
ミ
テ
ィ
ホ
ー
ル
で
。
対
象

は
源
泉
徴
収
義
務
者
。
税
務
署

か
ら
送
付
さ
れ
た
書
類
を
持
参
。

問
合
せ
は
西
宮
税
務
署
（
０
７

９
８
・
３
４
・
３
９
３
０
）
へ

【
９
月
分
】
《
市
あ
て
》
★

「
青
い
鳥
」
福
祉
基
金
へ

西

水
波
ア
ル
ミ
缶
同
好
会
５
人
組
、

美
容
ひ
ま
わ
り
、
村
上
靖
子
、

大
正
庵
苦
楽
園
店
、
心
身
道
強

虎
、
村
田
泰
造
、
本
田
�
雄
、

瓦
林
地
区
青
愛
協
、
匿
名
２
件

�
合
計
４９
万
７
６
２
２
円

《
社
会
福
祉
協
議
会
あ
て
》

★
善
意
銀
行
へ

下
田
輝
明
、

河
瀬
喜
和
子
、
匿
名
１
件
�
合

計
２
０
６
万
７
０
０
０
円

★

物
品
の
寄
付
（
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ

ン
）

匿
名
１
件

（
敬
称
略
）

国国民民健健康康保保険険特特集集

納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
に

届 け 出 を
お忘れなく

一
括
納
付
・
口
座
振
替
を

１２
月
１
日
か
ら

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

保
険
料
の
滞
納
が
な
い
世
帯
に
郵
送

国民健康保険

加入・脱退の届け出

手続きは１４日以内に

みんなの健康と暮らしを支える

納付相談
保険料滞納世帯
など対象に開催

滞
納
に
な
る
前
に
…

保
険
料
は
き
ち
ん
と
納
付
を

制
度
廃
止
の

お
知
ら
せ

「
健
康
優
良
世
帯
表
彰
」

（５） 平成１５年（２００３年）１１月１０日

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


